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略記 

 

「法」＝水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

「施行令」＝水道法施行令（昭和 32 年政令第 336 号） 

「施行規則」＝水道法施行規則（昭和 32 年厚生省令第 45 号） 

「基準省令」＝給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成 9 年厚生省令第 14 号） 

「厚生労働省告示」＝給水装置の構造及び材質の基準に係る試験（平成 9 年厚生省告示第 111 号） 

「条例」＝大野城市水道事業給水条例（平成 9 年条例第 14 号） 

「施行規程」＝大野城市水道事業給水条例施行規程（平成 10 年企管規程第 5 号） 

「基準規程」＝給水装置の構造及び材質の基準に関する規程（昭和 61 年 11 月 28 日企管規程第 3 号） 

「指定工事業者に関する規程」＝大野城市指定給水装置工事事業者等に関する規程（平成 10 年企管

規程第 4 号） 

「管理者」＝大野城市水道事業管理者 

「指定工事業者」＝指定給水装置工事事業者 

「主任技術者」＝給水装置工事主任技術者
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